
適正な労働条件の確保

労働基準法や最低賃金法などの法令で定め

られた労働時間や賃金といった労働条件が

守られるよう取り組んでいます。

労働契約のルール
労働契約に関する基本的なルー ルを法律

で定め、不当な解雇・雇止め・労働条件の引

き下げなどから労働者を保護しています。

賃上げに向けた支援

中小企業が賃上げしやすい環境を整備する

ため、生産性向上や業務改善を行う事業主

への相談支援や助成金の支給などを行つて

います。

安心・安全な職場環境

安心して安全に働くことができる環境を作る

ため、職場での事故や過労死の防止、メンタ

ルヘ ルスの確保、病気の治療と仕事の両立

支援などに取り組んでいます。

労災保険制度

仕事中や通勤中の労働災害に遭つた場合

や、仕事のストレスが原因で精神障害になっ

た場合などに、必要な補償を行つています。
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働く人の安心・安全を守る、

多様な働き方を実現する

政策紹介

働く人の労働条件を現場で守る

働く際の賃金や労働時間などの労働条件は、労働基準

法などの法令で定められています。こうした法令を企業

が遵守するために重要な役割を担つているのが、都道府

県労働局、労働基準監督署及びそこで働く労働基準監督

官です。

労働基準監督官は、企業を訪問して、法令の趣旨や内

容を事業主にご理解いただき、違守していただくよう丁

寧に説明し、労働基準関係法令違反に対しては速やかな

改善を指導しています。さらに、重大又は悪質な事案につ

いては、刑事事件として捜査し、検察庁に送検するなどの

対応を行つています。

これらの取組が現場で適切に運用されるよう労働基準

監督官などに指示を行い、また

課題に応じてル ー ルを明確化

するなど、適正な労働条件が守

られ、働く人が安心して暮らせ

る社会を実現していきます。
四労働基準監督官による監督指導

ゼロ災(労働災害ゼロ)の社会を目指して

職場でのケガなどが原因で仕事を休まれる方は、年間

13万人を超えており、また命を落とされる方は、近年減

少傾向にあるものの、未だ年間800人以上となっています。

長時間労働などによる「過労死」や「メンタルヘルス不

調」、有害な物質による「職業がん」など、働く現場の安全

と健康に関する課題は現場の数だけ無数にあります。

また近年では、高齢化を背景に、小売業や社会福祉施

設を中心とした転倒災害や月要痛の発生件数の増加など、

新たな課題も浮上しています。

このような労働災害を防ぎ、働く人の安全と健康を守

るため、高齢化、科学技術の進展などの就労環境の変化

に対応した施策に取り組んでいます。

また、労働災害が生じたと

きは、働く人を迅速かつ公正

に保護するために必要な労

災保険給付を行います。

A働く現場における機械の検査

我が国には、約6,000万人の労働者がいます。働く人の立場に立つて、安

心・安全で、働きがいのある職場環境づくりを支援することが労働基準

uur iv 1 i ssion 、、、
局の使命です。少子高齢化による労働力人口の減少、技術革新など、、労

働を取り巻く環境が大きく変化し、働く人の「働き方」に関するニーズも

ますます多様化する中、それぞれが多様な働き方を選択でき、その意

欲・能力を最大限に発揮できるよう、長時間労働の是正や多様で柔軟な

働き方の実現に取り組みます。

賃金の引上げ

賃金の上昇は、働く人の生活を豊かにするだけでな

く、マクロの視点では、消費が拡大することで企業の収

益が増え、それが賃金の上昇につながる、経済の好1后環

という恩恵ももたらします。

労働基準局では、中小企業の生産性向上に向けた業

務改善助成金の支給などにより賃上げしやすい環境を

整備しつつ、使用者・労働者との対話を繰り返しながら、

毎年の最低賃金を決定しています。

Hot Topics

f働き方改革」による長時間労働の是正

病気の治療と仕事の両立支援

病気の治療を行いながら仕事をしている人は、労働人

口の約3人に1人を占めています。高齢化の進行に伴

い、今後病気を抱えながら働く人は更に増えることが予

想されます。こうした中で、病気を治療しながら働き続け

られる社会を目指して、企業の意識 遭aa
改革や、企業と医療機関などの関 i

、 、 ゛ _ Oiil,、
係者間での連携推進など、両 .、,.支

治療と t・o
援体制の整備やその周知に取り組 仕事の n
んでいます。 両立支標

A治療と仕事の両立支援

2018年に働き方改革関連法が成立し、70年ぶりの労働基準法の大改正が実現しました。 .

働き方改革は、ワ ー クライフバランスの実現だけでなく、企業の生産性の向上や将来の

人材確保、ひいては日本の経済成長にもつながるものです。 、

時間外労働の上限規制などの労働時間に関する規定は、大企業では2019年4月に、中

小企業では2020年4月に施行されたところです。引き続き、相談窓口でのサポー ト、説明

会の開催や助成制度による支援などを通じて、働き方改革の推進に取り組んでいます。 A働き方改革特設サイト

職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、 「取組の 5 っのポ

イント」や「チェツクリスト」などを作成し、それぞれの職場に応じた取組を推進しています。

また、生産年齢人口の減少や、健康寿命の延伸などを受け、働き方の見直しによる労働

力の確保は日本にとって重要な課題となっています。それに加えて、「ウィズ・ポスト コロナ」

の時代も見据え、副業・兼業やフリーランス、テレワークといった、多様で柔軟な働き方の推

進・定着が求められています。

しかし、従来と異なる働き方を導入するためには、労働時間の管理や労働者の健康確保

など、様々な課題を解消する必要があり、消極的になる企業や働く人も少なくありません。

そのため、一定のルールをわかりやすく示す力イドラインを策定するなど、企業も労働者

も安心して新しい働き方を取り入れられる環境の整備を進めています。

四「取組の5つのポイント」の
リー フレット
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